
1　業務の内容

 (1)件       名

 (2)業務内容

 (3)履行期間

 (4)需要場所 　宮崎県宮崎市柳丸町３８８―５

　宮崎森林管理署

2　応募資格

 (1) 　予算決算及び会計令第70条規定に該当しない者であること。

 (2) 　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること｡

 (3)

 (4)

 (5)

再　　公　　募

 記

　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な

同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において

「物品の販売」に登録され九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者である

こと｡

　電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けているこ

と。

　宮崎森林管理署庁舎等電気供給業務（単価）

　令和８年３月指針日から令和９年３月指針日前日まで

　（5.公募説明資料からダウンロードできます。）

　契約内容等の詳細については公募説明資料をご覧下さい。

　宮崎森林管理署庁舎及び敷地内施設で使用する電気の供給業務。

　下記の業務を行う者を再公募します。応募される方は、公募説明資料の応募要領に基づき

応募して下さい。

　契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停

止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと｡



 (1)場所

 (2)日時

 

 (1)応募期限

 

(2)応募先　

公募説明資料

6　その他

（応募要領・契約書（案）・仕様書（案）・競争参加資格確認関係書類・参

考資料）

　本件公募の結果、上記2の応募資格を満たす者からの応募があった場合、

当該応募者より見積書の提出を依頼し、予定価格の範囲内でより安価な見積

をした者と契約を締結するものとする。

令和７年１２月１７日

　令和８年１月２１日　午後５時

　（提出期限最終日は午後３時まで）

　上記３（１）と同じ

　令和７年１２月１７日から令和８年１月１９日の午前９時から午後５時

（ただし、行政機関の休日を除く。）

5　公募説明資料

　宮崎森林管理署　総務グループ　電話　0985-29-2311

　宮崎県宮崎市柳丸町３８８―５

　〒880-0844

3　公募説明資料を交付する場所及び日時

4　応募期限及び応募先

  農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持

規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づ

き、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで

公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html

　詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧

下さい。

お知らせ

分任支出負担行為担当官

宮崎森林管理署長 山口　輝文
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